
令和６年度パソコンデータ消去委託業務に係る質疑回答 令和7年2月12日

高知県デジタル政策課

番号 質疑 回答

1

・証明書の作成につきまして、現地にて作業を完結させる必要が

ございますでしょうか。

※現地にてデータ消去・写真撮影後、後日弊社にて証明書を作

成、発送させて頂いても問題はございませんでしょうか。

・証明書の作成は、現地で完結させる必要はありません。現地に

てデータ消去・写真撮影後、後日証明書を作成のうえ発送いただ

いても問題ありません。

2

・証明書のご提出は、データファイルでのご提出となりますで

しょうか。

 ※製本、原本ご提出の必要がございますでしょうか。

・証明書の提出は製本の必要はありませんが、データファイルで

はなく紙により原本の提出をお願いします。

3

・作業写真に関しましては、破砕したHDD/SSDの写真という認

識でよろしいでしょうか。また、写真は「破砕品全部を纏めた全

体写真」「数個ずつ纏めた集合写真」「1個ずつ個別の写真」、

何れのご対応になりますでしょうか。

・作業写真は作業工程が分かる写真をお願いします。具体的に

は、PCからHDD/SSDを取り外す作業の写真、取り外した

HDD/SSDを破砕している写真、破砕したHDD/SSDの写真を想定

しています。なお、作業写真の目的としては作業工程が分かるよ

うにするものであることから、全台分が必要ではなく、1台分の

みで結構です。

4

5

6

7


